
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律　第23条第5項の規定に従い、

労働者派遣事業に係わる情報を公開いたします。

対象期間 から

まで
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件

円

円

％

教育訓練に関する事項

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等

その他の参考事項

福利厚生

各種サポート

社会保険、労働保険、有給休暇、定期健康診断、さぽーとさっぽろ（加入要件あり）

資格取得支援、ＯＡスキルアップ支援

※マージンには、【派遣労働者の社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費や教育訓練費など・・③】も含まれています。

労使協定の締結の有無 有（協定有効期間の終期：2026年3月31日）

労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 全ての派遣労働者

派遣料金①-賃金②-経費③＝利益

新入社員研修

信頼関係構築のコミュニケーション

安全教育

ヒューマンスキルアップ研修

ＯＦＦＩＣＥベーシック研修

社会保険等の基礎

派遣労働者の数　（1日平均）

派遣先の実数　（事業年度あたりの事業所数）

労働者派遣に関する料金の額の平均額　（1日8時間あたりの額）・・①

派遣労働者の賃金の額の平均額　（1日8時間あたりの額）・・②

マージン率（①-②）÷①

13

5

27,928

18,309

34.4

〒060-0052　北海道札幌市中央区南２条東２丁目９番地　大都ビル８F

労働者派遣実績等の情報公開

2024年04月01日

2025年03月31日

許可番号

事業所の名称

事業所の所在地

許可年月日 2005年7月1日派01－300092

株式会社セクター


